
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一
五

月 曜 日

第
二
千
七
百
七
十
八
号

　

平
成
三
十
年

三
月
二
十
六
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
（
二
件
）	

一
一
五

○
山
梨
県
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
一
部
改
正	

一
一
五

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
一
六

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
一
六

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可	

一
一
六

○
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
の
一
部
改
正	

一
一
七

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
三
件
）	

一
一
七

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新	

一
一
八

○
公
共
測
量
の
終
了	

一
一
九

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
九
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
田
原
字
花
草
里
二
六
三
一
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

指
定
理
由
の
消
滅

山
梨
県
告
示
第
九
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
田
原
字
花
草
里
二
五
八
八
の
二
、
二
五

八
八
の
三
、
二
六
二
八
の
二
、
二
六
二
九
の
二
、
二
六
三
〇
の
二
、
二
六
三
一
の
一
、
二
六
三
一
の

三
、
二
六
三
二
の
二
、
二
六
三
三
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
梨
県
告
示
第
九
十
三
号

　

山
梨
県
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

「

　

一
の
表
中

同

同

農
林
四
八
号

中　

生　

中
間
地
帯
及
び
一

穂
重
型　

適
す
る
。

　
　

「
を

」　　

同

同

農
林
四
八
号

中　

生　

中
間
地
帯

穂
重
型　

適
す
る
。

部
平
坦
部
に

つ
や
姫

中　

生　

平
坦
地
帯

中
間
型　

す
る
。

及
び
一
部
平
坦
部
に

に
改
め
る
。

及
び
中
間
地
帯
に
適



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

一
一
六

　
　
　
　
　
　
　

		　

」　

　
　
　
　

	　
「

　

三
の
表
中

同

同

フ
ィ
ア

　
　
　

県
下
一
円
に
適
す

早
生　

　
　
　

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

同

同

フ
ィ
ア

　
　
　

県
下
一
円
に
適
す

早
生　

　
　
　

る
。

　

に
改
め
る
。

ア
ル
フ
ァ
ル

フ
ァ

同

ネ
オ
タ
チ
ワ
カ

バ

　
　
　

中
間
地
帯
及
び
高
冷

　
　
　

地
帯
に
適
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		　
　

」

山
梨
県
告
示
第
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鶯
宿
上
曽
根
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
官
有
無
番
地
地
先
か
旧

一
・
〇
〜

八
五
・
〇

ら笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
二
二
五
五
番
二
〇
地

先
ま
で

二
・
四

新

一
・
〇
〜
三
・
〇

六
八
・
八

山
梨
県
告
示
第
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

鶯
宿
上
曽
根

線

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
官
有
無

番
地
地
先
か
ら

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
二
二
五

五
番
二
〇
地
先
ま
で

六
八
・
八
平
成
三
十
年

三
月
二
十
六

日

山
梨
県
告
示
第
九
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

施
行
者
の
名
称　

富
士
吉
田
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

富
士
北
麓
都
市
計
画
下
水
道
事
業
富
士
吉
田
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間　

昭
和
五
十
二
年
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

1
	　

収
用
の
部
分　

昭
和
五
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号
、
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
告
示

第
二
百
二
十
三
号
、
平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
号
、
平
成
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十

二
号
、
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
、
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
五
号
、

平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号
、
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
一
号
、
平
成

二
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
二
十
七
号
及
び
同
三
百
二
十
八
号
、
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
告
示
第

百
八
十
号
、
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
、
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
二



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

一
一
七

百
三
十
二
号
並
び
に
平
成
二
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号
の
事
業
地
に
、
富
士
吉
田
市
大
字

下
吉
田
字
下
丸
尾
、
字
田
端
及
び
字
中
丸
尾
、
大
字
中
曽
根
四
丁
目
並
び
に
大
字
上
吉
田
字
桂
橋
、

字
塩
出
ヶ
崎
、
字
城
山
東
及
び
字
城
山
南
の
各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

　

2　

使
用
の
部
分　

な
し

山
梨
県
告
示
第
九
十
七
号

　

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

表
中
「
巨
摩
野
農
業
協
同
組
合
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
農
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
乙
七
九

志
村
逸
治

南
都
留
郡
道
志
村
字
小
山
一
二
七
五
三
の
内
三

池
谷
菊
雄

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
室
一
〇
七
一
の
一

出
羽
久
行

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百

八
十
八
号

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
都
留
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

都
留
市
鹿
留
字
本
土
差
三
二
五
八
の
内
三

髙
部
忠
右
ヱ
門
、
前
田
正
、
前
田

正
明
、
渡
辺
福
宥

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
六
五

髙
部
貞
徳

都
留
市
鹿
留
字
本
土
差
三
二
五
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

岡
部
修

都
留
市
鹿
留
字
田
屋
上
三
三
二
三
の
二

佐
藤
忠
左
ヱ
門

都
留
市
境
字
條
ヶ
尾
一
六
七
三
の
六

山
口
順
藏

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
六
六

小
俣
惣
吉

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
六
〇

杉
本
数
馬



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

一
一
八

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
六
九

杉
本
繁
三

都
留
市
鹿
留
字
本
土
差
三
二
五
三
の
二

杉
本
方
直

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
六
一

杉
本
勇

都
留
市
大
野
字
入
山
一
六
五
二
の
二
三
、
一
六
五
二
の
六

三
、
一
六
五
二
の
六
四

杉
本
要

都
留
市
鹿
留
字
土
沢
三
二
四
三
の
二
、
三
二
四
四
の
二
、

三
二
四
五
の
二

村
田
正
寿

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三

十
七
号

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

都
留
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
都
留
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

都
留
市
鹿
留
字
土
沢
三
二
三
八

安
富
三
雄
三

都
留
市
鹿
留
字
土
沢
三
二
三
九
の
二

向
山
專
藏

都
留
市
朝
日
曽
雌
字
宮
ノ
前
一
五
九
三

小
俣
榮
、
鈴
木
勝
藏

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百

九
十
九
号

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
都
留
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の

名
称

保
証
成
分

量

保
証

成
分

量
以

外
の

規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

登
録
の
有
効
期

限

山
梨
県
第

十
九
号

家
庭
園

芸
用
複

バ
イ
タ

ル
グ
リ

窒
素
全
量

〇
・
五
％

公
定

規
格

関
東
食
研
株
式
会
社

東
京
都
墨
田
区
緑
四
丁

平
成
三
十
三
年

三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

一
一
九

合
肥
料

ー
ン
五

〇
〇

　

水
溶
性

加
里
〇
・

五
％

の
と

お
り

目
二
三
番
四
号

◉　

公
共
測
量
の
終
了

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
月
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び
数
値
地
形
図
作
成
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
五
百
））

二　

測
量
の
地
域　

大
月
市
御
太
刀
二
丁
目
地
内

三　

測
量
の
期
間　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
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山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日

一
二
〇

一
二
〇


